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猪名川町子育て支援施設開設費用補助要綱 

 

令和７年６月９日 

要 綱 第 ７ １ 号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、子育て住宅促進区域内において、商業施設等の空き区画を活用し、子

育て支援施設を開設する場合における当該開設に要する費用の一部を補助することにつ

いて、必要な事項を定めることにより、子育て住宅促進区域内における子育て支援施設

の開設を支援するとともに、子育てに関する事業の促進を図り、もって子育て世帯等の

本町への転入及び定住の促進並びに良好な住環境の形成に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 子育て住宅促進区域 兵庫県の子育て住宅促進区域の指定等に関する要綱に基づき

兵庫県知事が指定した本町内の区域をいう。 

⑵ 子育て支援施設 託児所、学習塾、小児科、コミュニティカフェなど子育てに関する

保育、教育、医療、福祉又は交流等の増進を図る事業を行う施設をいう。 

⑶ 商業施設等 原則として、次に掲げる要件を満たす建物をいう。 

ア 建物の全部又は一部を賃貸の用に供するものであること。 

イ 賃貸による入居実績が１年以上あること。 

ウ 昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物の場合、別表第１に定める耐震基

準を満たすもの又はその他の措置により当該建築物の居住者・利用者等の安全が確

保されるものとして、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定する建築

士の確認を受けたものであること。 

エ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第９条に規定する近隣商業地域内にある

こと。 

⑷ 空き区画 原則として、次に掲げる要件を満たす区画をいう。 

ア 商業施設等の全部又は一部であること。 

イ その全部が賃貸の用に供される区画であって、この要綱による当初の補助金交付
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の申請の日から遡って３月以上の間使用されていないこと。 

ウ 国又は地方公共団体が所有していないこと。 

（補助対象事業） 

第３条 この要綱による補助（以下「補助」という。）の対象となる事業（以下「補助対象

事業」という。）は、次の各号に掲げる要件を満たす事業をいう。 

⑴ 子育て住宅促進区域内に存する商業施設等の空き区画において子育て支援施設を開

設し、３年以上の事業継続が見込まれるもの 

⑵ 子育て支援施設の利用可能時間が、週３日以上かつ週当たり１２時間以上であるも

の 

２ 前項の要件を満たす事業に次の各号に掲げる事業が含まれている場合は、補助対象事

業とはしない。 

⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号） 

第２条第１項各号に掲げる営業及びこれに類する事業 

⑵ 公序良俗に反する事業及び青少年の健全育成を阻害するおそれのある事業 

⑶ 宗教活動及びこれに類する事業並びに政治活動及びこれに類する事業 

（補助対象者） 

第４条 補助を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げ

る要件の全てを満たす個人又は法人とする。 

⑴ 補助対象事業を行う者であること。 

⑵ 商業施設等の空き区画の所有権その他の使用権原を有する者（以下「所有者等」とい

う。）と賃貸借契約等を締結している者であること。 

⑶ 所有者等又は当該所有者等と密接な関係を有する親族等（所有者等と３親等内の親

族である者、所有者等と生計を一にする者又は商業施設等の空き区画を所有し、若しく

は賃貸する法人若しくは団体等の役員若しくは従業員の身分を有する者をいう。）以外

の者であること。 

⑷ 補助金の交付を受けて子育て住宅促進区域内の商業施設等の空き区画で補助対象事

業を実施後に撤退した者以外の者であること。 

⑸ 現に子育て住宅促進区域のうち、町内で開業している補助対象事業について、当該地

区内の他の場所に存する商業施設等の空き区画に移転して行う者以外の者であること。 

⑹ 同一年度内に補助による補助金の交付を受けていないこと（第６条第１項の規定に
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より補助金の交付を受けた者が同条第２項及び第３項の規定により補助金の交付を受

ける場合を除く。）。 

⑺ 猪名川町における町税に未納がない者であること。 

⑻ 役員等が猪名川町暴力団排除に関する条例（平成２４年条例第７号）第２条第４号に

規定する暴力団、同条第５号に規定する暴力団員及び同条第６号に規定する暴力団密

接関係者等反社会的勢力に寄与するための利用でないと認められる者であること。 

２ 補助対象者は、補助対象事業を実施するに当たり、法令上必要な届出又は申請等（以下

「届出等」という。）がある場合には、当該届出等を行うこと。 

（補助対象経費） 

第５条 次条第１項に規定する補助金の交付に係る補助対象経費は、補助対象事業の実施

に必要な経費として、第９条第１項の規定による交付決定のあった日の属する年度に支

出した空き区画の改装に要する経費（内装工事費、ファサード整備費その他諸経費を含む。

以下同じ。）及び賃借料とし、内装工事費、ファサード整備費、賃借料その他諸経費は、

原則として、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 内装工事費は、次に掲げるとおりとする。 

ア 開業に際して最低限必要となる事業を実施する部分の内装及び給排水衛生設備、

電気設備、空調設備、ガスの配管その他これらに類する設備並びに建物と一体となる

什器、備品その他これらに類するものに係る工事費、整備費又は撤去費とする。 

イ 内装工事と一体的に施工するものであっても、必要以上に高価な照明器具及び看

板その他これらに類するものに係る経費は、除外する。 

ウ ショーケース、机、椅子、テレビ、パソコン、冷蔵庫、調理機器、照明器具等の建

物と一体でない什器、備品その他これらに類するものの購入、移設及び廃棄処分に要

する経費並びに各種申請に係る経費は、除外する。 

エ 補助対象事業を実施する部分（以下「事業実施部分」という。）以外の部分の経費

が含まれている場合は、事業実施部分に係る経費を算定する。 

⑵ ファサード整備費は、次に掲げるとおりとする。 

ア 商業施設等の空き区画の正面部となる外装、看板その他これらに類する建物と一

体となるものに係る工事費、整備費、又は撤去費とする。 

イ 前号イからエまでの規定は、ファサード整備費において準用する。 

⑶ 賃借料は、次に掲げるとおりとする。 
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ア 事業実施部分の賃借に係る経費とする。（第９条第１項又は第１０条第２項の規定

による交付決定のあった日以降のものに限る。） 

イ 事業実施部分を賃借するに当たって必要となる経費のうち、管理費、駐車場代、共

益費、光熱水費、敷金、礼金、保証金、仲介手数料その他これらに類する経費は、除

外する。 

ウ 事業実施部分以外の部分の経費が含まれており、事業実施部分に係る経費の特定

ができない場合は、床面積に応じて案分した事業実施部分の経費を算定する。 

⑷ その他諸経費は、補助対象事業を行うために必要となる器具その他設備で町長が認

めるもの（１個当たりの取得価額が１０万円未満、又は使用可能期間が１年未満である

ものを除く。）をいう。 

２ 次条第２項及び第３項に規定する補助金の交付に係る補助対象経費は、補助対象事業

の実施に必要な経費として、第９条第２項の規定による交付決定のあった日の属する年

度に支出した賃借料とする。 

３ 補助金の交付を受けようとする者が当該補助金以外の他の補助金の交付をも受けよう

とする場合においては、補助対象経費から他の補助金の補助対象となる経費を控除して

申請しなければならない。 

（補助金の額） 

第６条 補助金は、次に掲げる区分に応じ、当該号に掲げる額のうち、いずれか低い額を交

付する。 

⑴ 補助対象経費（内装工事費、ファサード整備費、賃借料その他諸経費に限る。）の３

分の２以内に相当する額（その額に１，０００円未満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額） 

⑵ ３００万円 

２ 前項の補助金を受けた者は、当該補助金の交付を受けた翌年度に、次に掲げる区分に応

じ、当該号に掲げる額のうち、いずれか低い額の交付を受けることができる。 

⑴ 補助対象経費（賃借料に限る。）の３分の２以内に相当する額（その額に１，０００

円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

⑵ １００万円 

３ 第１項の補助金を受けた者は、当該補助金の交付を受けた翌々年度に、次に掲げる区分

に応じ、当該号に掲げる額のうち、いずれか低い額の交付を受けることができる。 
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⑴ 補助対象経費（賃借料に限る。）の３分の２以内に相当する額（その額に１，０００

円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

⑵ １００万円 

（補助金の交付件数） 

第７条 前条に掲げる補助金の交付件数は、予算の範囲内で町長が決定する。 

（補助金交付申請） 

第８条 第６条第１項の補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに

提出しなければならない。ただし、添付の必要がないと町長が認める場合は、この限りで

ない。 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し 

⑷ 当該空き区画の賃貸借契約書等の写し 

⑸ 当該空き区画の登記事項証明書 

⑹ 事業費見積書の写し（補助対象経費が明確に判別できるもの） 

⑺ 補助対象工事等実施計画書（様式第２号） 

⑻ 事業費内訳書（様式第３号） 

⑼ 納税証明書（猪名川町における町税に未納の税額がないことの証明。申請者が法人の

場合は、その代表者を納税義務者とするものを含む。） 

⑽ 昭和５６年５月３１日以前に建築された建物であって、かつ、既に耐震基準に適合す

るための工事を行っている場合は、耐震基準適合証明書又はその他耐震性能を証する

書類 

⑾ 補助対象となる改装に係る工事等の施工前後の平面図又はその補助対象工事等の内

容を確認することができる図書 

⑿ 当該空き区画の全体写真及び補助対象工事の着手前の状況を示す写真 

⒀ 所有者が改修について承諾している事実が分かる書類（承諾書等） 

⒁ 届出等が必要な業種にあっては、当該届出等を行ったことを証する書類（実績報告時

に添付する場合を除く。） 

⒂ その他町長が必要と認める書類 
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２ 第６条第２項及び第３項の補助金の交付を受けようとする者は、それぞれの年度にお

ける補助対象経費について、交付申請を行う年度の４月末日までに、補助金交付申請書に

次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、添付の必要がないと

町長が認める場合は、この限りでない。 

⑴ 収支予算書 

⑵ 当該空き区画の賃借権を有している事実が分かる書類（賃貸借契約書等） 

⑶ その他町長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第９条 町長は、前条第１項の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、その内容を

審査し、交付の可否を決定する。この場合において、補助金の募集開始時以後の先着順に

より補助金の交付を受けるべき者を決定するものとする。 

２ 町長は、前条第２項の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、その内容を審査

し、交付の可否を決定する。 

３ 町長は、前項の決定について、交付決定通知書（様式第４号）又は不交付決定通知書（様

式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（申請事項の変更手続） 

第１０条 前条第１項及び第２項の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事

業者」という。）は、その申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更交付申請書（様

式第６号）に、第８条第１項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長

に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請を受けたときは、当該書類を審査して補助金の交付の可否を決定し、

変更交付決定通知書（様式第７号）又は変更交付不承認通知書（様式第８号）により申請

者に通知するものとする。 

（事業着手の制限） 

第１１条 第８条第１項の規定による補助金交付申請又は前条第１項の規定による変更交

付申請を行った者（第８条第１項の規定による補助金交付申請を行った者に限る。）は、

補助金の交付決定又は変更交付決定の通知を受けた後でなければ、当該申請に係る 改装

に係る工事等に着手してはならない。 

（立入検査等） 

第１２条 町長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事
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業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事

務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は質問させることができる。 

（実績報告等） 

第１３条 第９条第１項の規定による補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助対象

経費のうち、改装に要する経費について、補助対象となる改装に係る工事等が完了した日

から起算して３０日以内又は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の２月末日

のいずれか早い日までに、改装完了報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、町

長に提出しなければならない。ただし、添付の必要がないと町長が認める場合は、この限

りでない。 

⑴ 収支決算書又は決算報告書 

⑵ 補助対象経費に係る契約書の写し等（内訳が分かるもの） 

⑶ 開業又は会社等の設立が確認できる書類（申請日以後に起業した場合に限る。） 

⑷ 当該空き区画に係る賃貸借契約書等の写し（申請日以後に契約した場合に限る。） 

⑸ 補助対象経費の領収書等代金の支払の事実を証する書類の写し 

⑹ 補助対象となる改装に係る工事等の施工後の写真（工事の完了状況を確認できるも

の） 

⑺ 届出等が必要な業種にあっては、当該届出等を行ったことを証する書類（交付申請時

に添付した場合を除く。） 

⑻ その他町長が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、事業実施部分の賃借に係る経費について、補助対象となる賃料の支払い

を行った後、当該交付決定を行った日の属する年度の２月末日までに実績報告書（様式第

１０号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、添付の必

要がないと町長が認める場合は、この限りでない。 

⑴ 収支決算書又は決算報告書 

⑵ 領収書等、当該空き区画の賃借料の支払の事実を証する書類の写し 

⑶ その他町長が必要と認める書類 

（補助金額の確定） 

第１４条 町長は、前条第１項の規定により改装完了報告書の提出を受けたときは、その内

容を審査し、必要に応じて現地確認を行うことにより、当該報告の内容が適当であると認

めた場合は、改装に係る補助金の額を確定し、その内容を交付額確定通知書（改装費）（様
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式第１１号）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 町長は、前条第２項の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、当該報

告の内容が適切であると認めた場合は、賃借料に係る補助金の額を確定し、その内容を交

付額確定通知書（賃借料）（様式第１２号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１５条 前条第１項及び第２項の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに、交付

請求書（様式第１３号）により、補助金の交付を請求しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、その請求に係る補助金

を補助事業者に交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１６条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定

を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ この要綱及び関係法令に違反したとき。 

⑶ その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、交付決定取消通知書

（様式第１４号）により交付決定者に通知するものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金

が交付されているときは、期限を定めて、補助金返還請求書（様式第１５号）により、既

に交付した補助金の全部又は一部の返還を同項の規定により交付決定を取り消された者

に求めるものとする。 

（加算金及び遅延利息） 

第１７条  前条第３項の規定により補助金の返還を命じられた者は、その命令に係る補助

金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年１０．９５パーセ

ントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。 

２  前条第３項の規定により補助金の返還を命じられた者が、これを期限までに納付しな

かったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年１

０．９５パーセントの割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。 

（報告等） 

第１８条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、
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補助金の交付の申請者に対して、報告又は書類の提出（以下「報告等」という。） を求め

ることができる。 

２ 申請者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。 

（帳簿の備付け） 

第１９条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等

を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、交付決定を受けた翌年度から５

年間保存しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第２０条 補助対象者は、交付決定を受けた翌年度から起算して、１０年を経過するまでの

間に、当該補助金を受けて取得した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸付け又は担保に供する場合においては、財産処分承認申請書（様式第１６号） 

を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により財産処分を承認又は不承認としたときは、財産処分承認通知

書（様式第１７号）又は財産処分不承認通知書（様式第１８号）により補助対象者に通知

するものとする。 

（補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第９条

に基づく補助金の交付の決定をしたものについては、同日後も、なおその効力を有する。 
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別表第１（第２条第１項第３号関係） 

耐震診断区分 構造区分 耐震基準 

⑴ 

国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅

の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日

本建築防災協会発行「２０１２年改訂版 木

造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診

断法又は精密診断法 

木造 
上部構造評点が １．

０ 以上 

⑵ 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存

鉄骨造建築物の耐震診断指針」（１９９６年

版、２０１１年版）による耐震診断 

鉄骨造 
構造耐震指標(Is)が 

０．６以上 

⑶ 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存

鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」

に定める「第１次診断法」、「第２次診断法」

又は「第３次診断法」（２０１７年版）によ

る耐震診断 

鉄筋コン

クリート

造 構造耐震指標(Is)を

構造耐震判定指標 

(Iso) で除した値が

１．０以上 

⑷ 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存

鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断

基準」に定める「第１次診断法」、「第２次診

断法」又は「第３次診断法」（２００９年版）

による耐震診断 

鉄骨鉄筋

コンクリ

ート造 

⑸ 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第３章第８節に規定する構造計算による

耐震診断 

全ての構

造 

構造計算により安全

性が確かめられるこ

と。 

⑹ 
上記⑴から⑸までに掲げる方法と同等と認

められる耐震診断 

全ての構

造 

上記(1)から(5)まで

の耐震基準と同等の

耐震性を有すると認

められること。 
 


